
議第２３号

三島市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例案

第 1 条 三島市一般職の職員の給与に関する条例（昭和26年三島市条例第 7 号）の

一部を次のように改正する。

第17条の 5 第 2 項中「1 0 0分の1 2 2 . 5」を「、 6 月に支給する場合には1 0 0分

の1 2 2 . 5、12月に支給する場合には1 0 0分の1 2 7 . 5」に改め、同条第 3 項中

「1 0 0分の6 8 . 7 5」と」の次に「、「1 0 0分の1 2 7 . 5」とあるのは「1 0 0分の

7 1 . 2 5」と」を加える。

第17条の 8 第 2 項第 1 号中「1 0 0分の1 0 2 . 5」を「、 6 月に支給する場合には

1 0 0分の1 0 2 . 5、12月に支給する場合には1 0 0分の1 0 7 . 5」に改め、同項第 2 号

中「1 0 0分の4 8 . 7 5」を「、 6 月に支給する場合には1 0 0分の4 8 . 7 5、12月に支

給する場合には1 0 0分の5 1 . 2 5」に改める。

別表第 1 及び別表第 2 を次のように改める。



 



 



  













 

 









 



 



  

  

  













 

 







 

 

 





 

  



 





 




